
庁 議
日時： 2月 17日（金）PＭ1：3０ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 行政事業部長

２ 財産の取得について 消防長

３ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 市民生活部長

【連絡事項】

１ 太田市公共施設等総合管理計画の改訂について 企画部長

２ 令和４年度版 太田市の公共施設の現状について 企画部長

３ QRコード付きの納付書の発行について 総務部長

４ 市民課窓口業務機能拡充について 市民生活部長

５ 市営無料バスの運行及びおうかがい市バスの受付体制の見直しについて 市民生活部長

６ 太田市総合体育館のプレオープンイベントについて 文化スポーツ部長

７ 太田市保育士奨学金返済支援事業補助金交付規則の一部改正について 福祉こども部長

８ 妊婦歯科健康診査について 健康医療部長

９ 太田市若年がん患者在宅療養支援事業について 健康医療部長

10 太田市介護施設等に対する物価高騰対策支援金の支給実績について 健康医療部長

11 太田市都市計画審議会委員（市民）の公募について 都市政策部長

12 太田駅周辺土地区画整理事業地権者アンケートの結果について 都市政策部長

13 太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】の運用開始に 都市政策部長

ついて

14 小学校児童等の給食費無料化及び助成事業の拡充について 教育部長

15 傷病手当金支給の適用期間の延長について 健康医療部長

【その他】

１ 令和５年度定例記者会見開催予定について 企画部長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆ 3月3日（金）AＭ9：0０～＜庁議室＞ 案件名報告：２月21日 (火)PM5:00
資料提出：２月24日 (金)PM5:00



２月１７日 庁議提出案件 資料No.1
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

行政事業部長 氏名 鈴木 聡 （TEL）0277-78-2842

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

公園内において発生した倒木による事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した

ことを、報告するものです。

【 概 要 】

１ 倒木の事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認する。

３ 損害賠償の支払い 全国市長会市民総合賠償保障保険にて対応しました。

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年２月２８日委員会

あてに報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 行政事業部 花と緑の課 維持管理係 ３２－６５９９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
事故概要

1 令和5年1月30日
203,698円

（203,698円）
10割

令和４年９月１３日、東山公園

内の市道において、相手方が自己

の所有する乗用車を運転していた

ところ、東山公園内に生育する樹

木が倒れ、当該乗用車に衝突し、

当該乗用車のフロントバンパー等

が損傷したことにより、相手方に

損害が生じたもの。



２月１７日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防本部 消防長 櫻井 修一 TEL 33-0200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

財産の取得について

【 目 的 】

西部消防署庁舎建設に伴い、庁舎の備品一式を整備するものです。

【 概 要 】

１ 取得財産 西部消防署庁舎用備品一式

２ 取得方法 指名競争入札

３ 取得予定価格 １９，６９０，０００円（消費税込み）

４ 契約の相手方 太田市西本町３３番３号

株式会社シモヤマ 代表取締役 下山 和男

５ 購入予定備品

６ 入札指名業者 ㈲アマガサ（辞退） ㈱エイコー社（辞退）

（６者） ㈲おかの（辞退） ㈱カワムラ

㈱シー・ビー・エス ㈱シモヤマ

７ その他 令和５年３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

問い合わせ先 消防本部 消防総務課 総務係 電話 33-0200 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

品 名 数 量 品 名 数 量

事務机 １９台 防火衣更衣ロッカー ２８台

事務机用電源ユニット １９組 移動式書架 １２台

オフィスチェア １９脚 移動式書架用背あたり １４０本

両開きキャビネット １７台 危険物庫収納棚 ２台

両開きキャビネット ベース台 １０台 危険物庫収納棚 固定ベース ６個

ホワイトボード ３台 危険物庫収納棚 壁付け金物 ３組

移動式サイドワゴン ２４台 資機材格納庫収納棚 ３台

引き出しキャビネット ３台 資機材格納庫収納棚 固定ベース ８個

ランマキャビネット ９台 資機材格納庫収納棚 壁付け金物 ３組

ランマキャビネット用笠木 ９台 消防用ホース収納棚 ２台

トレーキャビネット １台 仮眠用ベッド １２台

ビジネスキッチン １台 更衣ロッカー １６台

救急物品庫収納棚 １６台 更衣上乗せ用ロッカー ４台

救急物品庫収納棚 ベース台 ８台 洗面バスケットロッカー ２台

ミーティングテーブル ３台 洗面バスケットロッカー 収納棚 ２台

ミーティングチェア １０脚



２月 １７日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 大谷 健 内線２４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。

【 概 要 】

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しました。

なお、上記損害賠償表の事故については、今回、乗用車の人的損害に関してのみです。

３ 損害賠償の支払い

（１）損害賠償表における人身的損害について、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

一般自動車保険にて対応しました。

（２）物的損害について、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般自動車保険にて

対応しました。（専決処分日 令和４年７月１１日）

４ その他

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年２月委員会協議会あてに報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 交通対策課 公共バス運行管理係 55－4666 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
事故概要

1 令和５年２月１６日

人的損害賠償額

1,836,735円

（1,836,735円）

１０

割

令和４年５月３０日、太田市矢場新町

１１７番地１３付近の県道において、

職員が市営無料バスを運転していたと

ころ、前方不注意により信号待ちで停

車していた乗用車に追突し、当該乗用

車が前方に押し出され、その前方に停

車していた社用車に衝突し、乗用車及

び社用車の所有者である相手方に損害

を与え、並びに相手方が負傷したもの

です。



 ２月１７日 庁議提出案件           資料No. １  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会協議会後  】 

 

              企画部長 氏名 高橋 亮  内線２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  太田市公共施設等総合管理計画の改訂について 

【 目 的 】 

計画策定から５年が経過したことを踏まえ、本市の公共施設等を取り巻く現状と課題を

整理し、計画の一層の推進を図るため、改訂を行うものです。 

【 概 要 】 

１ 計画の概要 

（１）目  的  人口減少や少子高齢化に伴う税収減、公共施設等の老朽化などの課題

に対し、長期的視点で計画的な管理を実施し、持続可能な行政サービ

スを実現する。 

（２）計画期間  平成２８年度から令和２２年度までの２５年間 

（３）対象施設    本市が所有する全ての公共施設及びインフラ施設 

（４）基本方針  ①計画的な保全による施設の長寿命化 

②転用や集約化・複合化等による施設の適正配置及び総量適正化 

２ 主な改訂内容等 

（１）基礎的数値の推移や現状分析に係る指標等の充実 

（２）総量の適正化に係る数値目標の見直し 

改訂前：平成26年度比 10％（約86,000㎡）縮減 

改訂後：平成26年度比 8.4％（約72,000㎡）縮減 

（３）実施方針の見直し 

３ 計画の推進 

公共施設マネジメント推進委員会を定期的に開催し、施設の現況を踏まえた優先度の

判断による長寿命化対策等の着実な実施、施設の需給に応じた適正配置及び総量適正化

に係る検討・提案など、継続的な見直しによる計画の推進を図ります。 

４ 今後の予定 

2月27日 総務企画委員会協議会 

3月下旬 公表(ホームページ) 

4月以降 太田市マネジメントシステム理解度アップ研修会にて職員に周知 

【 備 考 】 

問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線 2244 



 ２月１７日 庁議提出案件            資料No.２  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 高橋 亮   内線２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  令和4年度版 太田市の公共施設の現状について 

【 目 的 】 

太田市公共施設等総合管理計画に基づき、将来を見据えた公共施設のあり方について様々

な検討を行うため、計画の進捗状況及び各施設の令和3年度の運営状況等を取りまとめた「太

田市の公共施設の現状」を作成、公表し、市民との情報共有を図るものです。 

【 概 要 】 

１ 内容 

（１）総合管理計画の進捗状況 

①品質（長寿命化対策等）に関する実績と今後の予定（別添 冊子3～5ページ） 

②総量（延床面積）に関する実績と今後の予定（別添 冊子6～7ページ） 

○延床面積の推移                                                           (㎡) 

平成26年度 令和2年度 令和3年度   

(基準年度)   基準年度比 前年度比 

859,208 863,255 860,248 +1,040 -3,007 

（２）主な市民利用施設(128施設)の運営状況等 

①これまでの見直しの実績、将来計画及び対策効果（別添 冊子8～9ページ） 

②令和3年度の運営状況、コスト、簡易評価等（別添 冊子10ページ～） 

○見直しの実績(令和3年度)                                                 (千円) 

施設名称 対策区分 対策効果 

  維持管理費（年額） 更新費 

生品幼稚園 用途廃止 37,470 310,787 

綿打幼稚園 用途廃止 43,849 329,747 

尾島保健センター 用途廃止 3,176 － 

尾島体育館/第2体育館 集約化 1,959 475,248 

スーパーエコハウス 用途廃止（解体） 100 126,129 

（計） 86,554 1,241,911 

＊対策効果：施設を将来にわたって維持及び更新した場合との差額(概算額) 

２ 今後の予定  

   総務企画委員会協議会へ報告、市議会議員へ配付。 

太田市ホームページへ掲載し、市民へ公表。 

【 備 考 】 

 ＊問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線2244 



 ２月１７日 庁議提出案件            資料No.３     
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               総務部長 栗原 直樹    内線２３００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

ＱＲコード付き納付書の発行について 

 

【 目 的 】 

  地方税統一ＱＲコードが活用できる収納環境を整備したことから納税の利便性が高まり、

電子納付の利用増などによって収納事務の電子化と効率化を図ることを目的としています。 

 

【 概 要 】 

１．対象税目   市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び 

国民健康保険税の４税目 

２．開始時期    令和５年５月発送の当初課税納税通知書に同封する納付書から開始 

３．納付方法   （１）地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」からの納付 

           具体的にはクレジットカードやインターネットバンキング、口座振替

やペイジーによる納税が可能となります。 

（２）スマートフォン決済アプリからの納付 

４．市民周知   広報おおた（４月１日号）及び太田市ホームページ 

５．サンプル    

 

例：再発行納付書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 総務部 収納課 管理係 内線２３７８ ４７－１９３６ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月１７日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 大谷 健 内線（TEL）２４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

市民課窓口業務機能拡充について

【 目 的 】

本庁舎の市民課窓口における混雑緩和及び市民サービスの向上を図るため、新たに、藪塚

本町庁舎内に市民課窓口を設置し、マイナンバーカード業務及び市民課窓口業務の一部を拡

充するものです。

【 概 要 】

証明書発行や届出受付の件数が最も多い藪塚本町地区にて、マイナンバーカードを取得す

るための申請サポート、住所変更及び更新手続きなどの業務を新たに担うものです。また、

現在、市民課で一括処理している住所異動の入力処理を分散することで待ち時間の短縮を図

るものです。

１ 開設時期 令和５年４月１日（土）

※事務開始日については、令和５年４月３日（月）から

２ 組 織 名 市民生活部 市民課 藪塚本町サービス係

３ 開庁日時 平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで

４ 閉 庁 日 土・日・祝日及び年末年始（12／29～1／3）

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 市民課 窓口記録１係 内線２４１７

４７－１９３７ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



資料No.５ 

  ２ 月 １７ 日 庁議提出案件           

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 大谷 健   内線２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 市営無料バスの運行及びおうかがい市バスの受付体制の見直しについて 

 

【 目 的 】 

市営無料バスの利用者の少ない早朝・夜間帯の運行本数の減便を行うものです。 

また、おうかがい市バスの課題解決のため、受付体制の見直しを行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 市営無料バスの運行については、以下のとおりとする。 

   （１）早朝４便及び夜間４便を減便し、運行本数を７０便とする 

西バス３６便(△１)、東バス１７便(△４)、韮川・鳥之郷線８便(△１)、 

宝泉・新田線９便(△２) 

   （２）運行時間の見直し 

       《現 行》   ６時３０分から２０時３０分まで 

     《見直し後》  ６時３０分から１９時３０分まで 

  

２ おうかがい市バス予約受付体制については、以下のとおりとする。 

   （１）受付業務  民間委託から市直営とする 

   （２）受付体制  電話２回線から５回線に増設し対応する 

   （３）業務場所  ＢＵＳターミナルおおた管理棟内 

 

 

 

 

   

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  市民生活部 交通対策課 交通対策係 内線 2431 47-1826ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

                       公共バス運行管理係 外線 55-4666 



２月１７日 庁議提出案件 資料No.６
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

文化スポーツ部長 氏名 村岡 芳美 内線３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市総合体育館のプレオープンイベントについて

【 目 的 】

４月に完成予定の太田市総合体育館について、プレオープンイベントを開催するものです。

【 概 要 】

１ 内 容 Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ ２０２２－２０２３シーズン Ｂ１リーグ戦

群馬クレインサンダーズホーム戦

２ 期 日 令和５年４月１５日（土）・１６日（日） 第３２節

４月２２日（土）・２３日（日） 第３４節

４月２９日（土）・３０日（日） 第３５節

３ 会 場 太田市総合体育館（ＯＰＥＮ ＨＯＵＳＥ ＡＲＥＮＡ ＯＴＡ）

【 備 考 】

問い合わせ先 文化スポーツ部 スポーツ施設管理課 市民体育館建設係

５５－２５５０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 ２月 １７日 庁議提出案件           資料No.７   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            福祉こども部長 氏名 冨岡 和正  内線 ２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市保育士奨学金返済支援事業補助金交付規則の一部改正について 

 

【 目 的 】 

市内の保育所等の保育士不足を解消することを目的として開始した事業であり、令和５年

３月３１日までの時限措置としているが、慢性的な保育士不足は依然として続いているため

保育士の定着と早期離職の防止を目的として、失効期限を３年間延長し令和８年３月３１日

とする。併せて、補助対象者の滞納要件及び補助金の交付回数の改正を行い、保育士への経

済的支援の拡充を図るものです。 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

・第３条関係（補助対象者） 

  補助対象者に本市の収入に係る滞納がないこととしているが、その収入のうち、小学校、 

中学校、義務教育学校の給食費について要件から外す。 

・第８条関係（補助金の交付回数）  

補助金の交付回数を連続する３年度において３回までから連続する５年度において５

回までに改める。 

・附則第２項（条例の失効） 

  令和５年３月３１日を令和８年３月３１日に延長する。 

 

２ 施行期日  令和５年４月１日 

ただし、附則第２項の改正規定は、同年３月３１日から施行する。 

         

  

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 入園児童係 内線3138 47－1943 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月１７日 庁議提出案件 資料No.８
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線（TEL）３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

妊婦歯科健康診査について

【 目 的 】

妊娠中は、つわり等の影響により口腔内の環境悪化が懸念されることから、口腔内の改善や

歯周病等疾患の早期発見・早期治療及び予防を促し、妊婦や生まれてくる子どもの健康増進に

寄与することを目的とするものです。

【 概 要 】

１ 対象者 ・令和５年４月１日以降に妊娠届出をした妊婦で、歯科健康診査を受診す

る時点で太田市に住民登録がある人

・令和５年４月１日以降に他の市町村で妊娠届出を行い太田市に転入した

妊婦で、歯科健康診査を受診する時点で太田市に住民登録がある人

２ 実施方法 ・妊娠届出時に受診票を交付

・市内の歯科医療機関にて実施（約40ヵ所）

３ 実施回数 妊娠期間中に１回

４ 自己負担金 無料

５ 健診内容 ⑴ 問診

⑵ 口腔内診査

⑶ 妊婦歯科健診の結果に基づく指導

⑷ ブラッシング指導

６ 実施期日 令和５年４月１日

７ 周知方法 妊娠届出時に対象者へ周知

市ホームページに掲載、市内医療機関へポスター掲示

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 健康づくり課 母子保健係 外線４６－５１１５



２月１７日 庁議提出案件 資料No.９
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線（TEL）３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市若年がん患者在宅療養支援事業について

【 目 的 】

若年末期がん患者の在宅療養に係る費用の一部を助成することにより、住み慣れた自宅等

で患者が自分らしく過ごせるよう在宅療養生活の質の向上に資する支援を行い、患者及びそ

の家族の負担軽減を図るものです。

【 概 要 】

１ 対象者 次の要件のいずれにも該当する人

① サービス利用時において太田市に住民登録があること

② サービス利用時に年齢３９歳以下(４０歳に達する日の前日まで)であること

③ 在宅療養上の生活支援又は介護が必要であること

④ 他の公的支援を受けることができないこと

⑤ 末期がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが

ない状態に至ったと判断した者)であること

２ 対象サービス・利用上限額

３ 利用者負担

サービス利用料の1割（利用上限額を超えた場合は、超過全額を利用者負担とする）

４ 実施期日 令和５年４月１日

５ 周知方法 広報おおた・市ホームページに掲載、市内医療機関に案内を配布

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 健康づくり課 成人保健係 外線４６－５１１５

対象サービス 0～19歳 20～39歳

訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)

訪問入浴介護
50,000円/月

80,000円/月

福祉用具貸与 小児慢性特定疾病日常

生活用具給付を利用福祉用具購入 50,000円

介護支援専門員による事業所の紹介・調整等に

係る費用
10,000円/月



２月１７日 庁議提出案件 資料No.10
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線（TEL）３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市介護施設等に対する物価高騰対策支援金の支給実績について

【 目 的 】

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況に加え、エネルギー、食料品価格等

の物価高騰の影響を受けた介護施設その他の介護サービス事業者に、支援金を交付することに

より負担軽減を図り、介護保険の安定的運営を図ることを目的として支給した支援金の実績に

ついて報告するものです。

【 概 要 】

１ 交付対象 地域密着型サービス事業所等として市の指定を受けている事業所を

運営する法人

２ 申請数 ８２法人 １２３事業所

３ 交付金額 １５，０６０，０００円

内訳 在宅通所系（１施設２０万円）

３０事業所 ６，０００，０００円

入所施設系（定員１人あたり１万５千円）

３９事業所（５３２人） ７，９８０，０００円

居宅介護支援事業所（１事業所２万円）

５４事業所 １，０８０，０００円

４ 財源 国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を充当見込み

※ 参考

周知方法 該当事業所へのメール送付及び市ホームページへの掲載

申請受付期間 令和５年１月１０日(火)から１月３１日(火)まで

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 介護サービス課 地域支援係 内線2545 47-1856 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



  ２月 １７日 庁議提出案件          資料No.11 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

              都市政策部長 氏名 田村 敏哉  内線（TEL）2800 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市都市計画審議会委員（市民）の公募について 

 

 

【 目 的 】 

 太田市都市計画審議会委員の任期が本年６月３０日で満了となることから、市民公募によ

る委員を新たに募集するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 募集人数   ３人 

２ 委員の任期  本年７月１日から２年間 

３ 応募資格   次の条件をすべて満たす方 

         (１)太田市内に居住し、都市計画への関心の高い方 

         (２)委員を委嘱しようとする日の年齢が１８歳以上の方 

         (３)年に数回程度開催する審議会（原則として平日昼間に開催）に出席 

           できる方 

         (４)国又は地方公共団体の議員又は常勤の職員でない方 

         (５)地方公務員法第１６条（昭和２５年法律第２６１号）に規定する欠

格条項に該当しない方 

４ 報酬     条例による報酬を支給 

５ 応募方法   都市計画課窓口で配布又は市ホームページからダウンロードした応募

用紙に必要事項を記入し、都市計画課へ持参するか、郵送、ファクシミ     

リ、電子メールのいずれかで提出 

６ 募集期間   令和５年４月３日(月)から５月２日(火)まで（必着） 

７ 選考方法   応募用紙による書類選考及び面談を実施し、結果を通知します 

 

※都市計画審議会委員構成 １６人以内 

（学識経験者５人以内、市議会議員５人以内、関係行政機関又は県の職員３人以内、 

 市民３人以内） 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   都市政策部都市計画課都市計画係 内線2812 47－1839 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月１７日 庁議提出案件           資料No.12  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 田村 敏哉 内線（TEL）２８００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田駅周辺土地区画整理事業地権者アンケートの結果について 

 

【 目 的 】 

  本アンケートは、事業長期化が懸念される太田駅周辺土地区画整理事業の見直しを検討 

するにあたり、地権者の現状や今後の事業の進め方に対する意見を把握し、事業推進の基礎

資料とするため実施しました。 

 

 

 

【 概 要 】 

 １ 対象者  太田駅周辺土地区画整理事業地権者（土地所有者、借地権者）474件 

        （共有名義については、共有代表者に送付）。 

 

 ２ 調査方法 郵送による 

        14項目について回答を依頼しました。 

 

 ３ 実施期間 令和4年7月7日（木）～8月31日（水） 

 

 ４ 回答数及び回答率  回答数：200件、回答率42.2％ 

 

 ５ 調査結果 別紙のとおり 

 

 ６ その他  本調査結果は、「太田駅周辺土地区画整理だより」で地権者に周知します。 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  都市政策部市街地整備課管理指導係 内線2831 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47－1841 



２月１７日 庁議提出案件 資料No.１３

●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 田村 敏哉 内線２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市道路損傷通報システム【舗装の穴を発見したら】の運用開始について

【 目 的 】

当システムは、太田市が運営するＬＩＮＥ公式アカウントを利用して電話やメール、ＦＡＸに

加え、新しい通報手段として活用するものであり、市民が通報しやすい環境を整備することによ

り、道路瑕疵による事故の発生を抑制し、安全安心な道路環境を維持するため運用を開始するも

のです。

【 概 要 】

１ 運用開始日 令和５年４月１日（土）

２ 通報の方法 太田市ＬＩＮＥ公式アカウントのメニューにある【舗装の穴を発見したら】

を選択し、位置情報、穴の大きさ及び現場写真を送信する。

３ そ の 他 令和３年度の市民からの通報により補修した舗装の穴は８４０箇所であり、

全補修箇所４，４８７箇所の約２割を占めており重要な情報源となっており

ます。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路保全課 管理係 ３２－３４９１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月１７日 庁議提出案件 資料No.14
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

教育部長 氏名 楢原 明憲 内線（TEL）１３０１

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

小学校児童等の給食費無料化及び助成事業の拡充について

【 目 的 】

子育て世帯のさらなる経済的負担軽減を図るため、市立小学校児童及び市立幼稚園児の給

食費を無料化するものです。また、併せて学校給食費助成事業について対象を拡充するもの

です。

【 概 要 】

１ 小学校児童の給食費無料化

（１）実施内容 市立小学校児童の給食費年額４８，４００円を無料とするもの

です。

（２）実施時期 令和５年４月１日

（３）対象児童数 約１１，６００人

２ 市立幼稚園児の給食費無料化

（１）実施内容 藪塚本町南幼稚園児の給食費月額４，０００円を無料とするもの

です。

（２）実施時期 令和５年４月１日

（３）対象園児数 約３０人

３ 学校給食費助成事業の対象拡充

（１）拡充内容 私立小学校、市外小学校、県立特別支援学校小学部等の第１子児童

まで対象を拡充するものです。

（２）実施時期 令和５年４月１日

（３）助成金額 年額４５，０００円

（４）対象児童数 約２５０人

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 教育部 学校施設管理課 学校給食係 ２０－７０８６ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月１７日 庁議提出案件 資料No.15
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

傷病手当金支給の適用期間の延長について

【 目 的 】

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金支給の適用期間を延長

するものです。

【 概 要 】

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等への傷病手当金の支給に対する国の財政支

援の対象期間が令和５年５月７日までとされたことから、傷病手当金支給の適用期間を令和

５年５月７日まで延長します。

支給を始める日が次の期間に属する場合

（太田市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める

規則）

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 国民健康保険課 給付係 内線2562 47－1825 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

傷病手当金支給の適用期間

当 初

令和２年 １月 １日から

令和２年 ９月３０日まで

現 行 令和５年 ３月３１日まで

改正後 令和５年 ５月 ７日まで


